
仕 様 書 

 

１ 品名 

  ワイヤレス放送機器 

 

２ 数量 

１式 

 

３ 納入場所 

岐阜市立三輪南小学校 

 

４ 納入期限 

  令和８年３月３１日（火） 

 

５ 仕様 

  

６ 廃棄機器 

 

 

７ 特記事項 

① 放送機器用ポールから既設の屋外アンプを撤去し、新たに屋外アンプＷＡ－１２０

Ｄを取り付け、既設配線と接続すること。その際に取付金具などが必要な場合は準

備すること。 

② ワイヤレスチューナーユニットＷＴＵ－１８２０は屋外用アンプＷＡ－１２０Ｄに

組み込むこと。 

③ 既設のワイヤレスアンテナをネット上部から撤去し、ワイヤレスアンテナＹＷ－５

５０を取り付けすること。 

④ プラボックスや取付金具などを準備して、放送機器用ポールにワイヤレスアンテナ

ＹＷ－５５０を取り付けすること。 

品 名 型番 数量 機器設置場所 

ＴＯＡ 屋外用アンプ ＷＡ－１２０Ｄ １ 運動場放送機器用ポール 

ＴＯＡ ワイヤレスチューナーユニット ＷＴＵ－１８２０ １ 運動場放送機器用ポール 

ＴＯＡ ワイヤレスアンテナ ＹＷ－５５０ ２ 
運動場放送機器用ポール 

及びネットポール（高所） 

品 名 型番 数量 廃棄機器場所（保管場所） 

ビクター 屋外用アンプ ＰＡ－Ｋ２０―０６ １ 運動場放送機器用ポール 

ビクター ワイヤレスアンテナ 不明（高所の為） １ 運動場ネット上部（高所） 



⑤ 配線を準備して、放送機器用ポールに取り付けたワイヤレスアンテナＹＷ－５５０

と屋外アンプＷＡ－１２０Ｄを接続すること。 

⑥ ワイヤレスチューナーユニットＷＴＵ－１８２０と学校内に保管されているワイヤ

レスマイクのチャンネルを合わせて、無線接続の確認をすること。また、その際に

学校内に保管されているポータブルワイヤレスアンプや体育館のワイヤレスチュー

ナーとは異なるチャンネルに設定して、同時に使用しても障害が発生しないことを

確認すること。 

⑦ 廃棄機器が学校の備品登録台帳に記載されていないか確認すること。 

⑧ 廃棄機器は産業廃棄物として処理をし、マニフェストと合わせて処分方法報告書を

提出すること。 

⑨ 納入日を学校と事前に連絡調整すること。 

⑩ 仕様書のほか細部については市担当職員と協議を行う。 

 

 

【担当】  教育政策課  永田   ＴＥＬ：２１４－３５７１ 

【学校担当】三輪南小学校 稲葉教頭 ＴＥＬ：２２９－１０１３ 




